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台風１５号に伴う被災地へ応急給水活動職員を派遣します 

 

 さいたま市では、このたびの台風により断水被害が発生した被災地へ給水車及び水

道局職員を派遣します。 

 

１ 目的 

  水道局職員を派遣し、本災害による被災地への応急給水活動を行います。 

 

２ 派遣の内容 

(1) 派遣期間 

令和４年９月２７日（火）から令和４年１０月１日（土）まで（予定） 

(2) 派遣者 

水道局職員 ６名 

※給水車等（４ｔ １台 、１．８ｔ １台 、サポートカー １台） 

(3) 派遣先 

静岡県静岡市 
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